
 

 

 

 

 

 
報道機関各位 
 

関係機関合同の労働相談会を 10 月４日(日)に開催します 

 

「岩手労働相談・個別労働紛争解決制度関係機関連絡協議会」は、パワーハラスメントなどの

労働相談が増加していることを受け、以下のとおり関係機関合同による労働相談会を開催します。 

 

 

１ 合同労働相談会 

 ・日  時 ： 令和２年 10 月４日（日）午前 10 時から午後３時まで 

 ・場  所 ： アイーナ（いわて県民情報交流センター） 

        （盛岡市盛岡駅西通一丁目７-１） 

 ・受  付 ： ７階 710 号室 

 ・内  容 ： パワーハラスメント、解雇、労働条件引下げなど、労働問題全般の相談を

お受けします。 

 ・対  応 ： 弁護士、特定社会保険労務士、岩手県労働委員会委員、岩手労働局職員が

労働相談に応じます。 

 ・相談費用 ： 無料 

・その他  ： 完全予約制ではありませんが、予約している方が優先になります。 

詳細は別添参照 
 

２ 電話相談 

・日  時 ： 10 月４日（日）午前９時から午後４時まで 

 ・電話番号 ： （フリーダイヤル）０１２０－９８０－７８３ 

         携帯電話からは  ０１９－６０４－３００２ 

           ※どちらも岩手労働局雇用環境・均等室につながります。 

 ・内  容 ： パワーハラスメント、解雇、労働条件引下げなど、労働問題全般の相談を

お受けします。 

 ・対  応 ： 岩手労働局の職員が労働相談に応じます。 

 

注）新型コロナウイルス感染症の感染対策に伴い、中止や延期となる場合があります。 

注）「岩手労働相談・個別労働紛争解決制度関係機関連絡協議会」とは、日頃から労働相談に応じ

ている、岩手弁護士会、日本司法支援センター岩手地方事務所（法テラス岩手）、岩手県社会保

険労務士会、岩手県労働委員会、岩手県商工労働観光部定住推進・雇用労働室及び岩手労働局

（事務局）によって構成されている協議会です。 
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１０:００～１５:００（受付終了１４：００）  

会場：アイーナ（受付場所：７階 ７１０） 

内容：弁護士、特定社会保険労務士、岩手県労働委員会委員などが 

パワハラ、いじめ・嫌がらせ、解雇、賃金等の労働条件引下げなど 

労働問題全般に関する労働者や事業主などからの相談をお受けします。 

  

 

 

 

 
   

 

  

 

 

 

 

 

 

「岩手労働相談・個別労働紛争解決制度関係機関連絡協議会」主催  

     岩手弁護士会、日本司法支援センター岩手地方事務所（法テラス岩手）、岩手県社会保険労務士会 

岩手県労働委員会、岩手県商工労働観光部定住推進・雇用労働室、岩手労働局 

 

（裏面もあります） 

◎相談は無料です。 

◎完全予約制ではありませんが、予約している方が優先になります。 

予約電話番号：０１２０－６１０－７９７（岩手県労働委員会事務局で承っております） 

◎新型コロナウイルス感染症の感染防止対策に伴い、中止や延期となる場合があります。 

日時 :           月    日 (    ) 

 無料! 

 

相談会に来られない方はお電話で！ 

１０月 4 日（日） 

９:００～１６:００ 

            0120-980-783 

携帯電話からは 019-604-3002 

（岩手労働局の職員が応対します。） 
 

 



 


